
太田市公告 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規

定による道路を次のとおり変更したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により公告する。 

  令和８年１月５日 

太田市長  穂積 昌信 

 

指 定 年 月 日 

及 び 指 定 番 号 
昭和３９年７月６日 第１３２号 

変 更 後 の道 路 の 

土 地 の 表 示 
太田市八幡町３６－３２、３６－４０ 

変 更 後 の道 路 の 

延 長 及 び 幅 員 
延 長  １８．３０ｍ   幅 員  ５．００ｍ  

変 更 前 の道 路 の 

土 地 の 表 示 

太田市大字大島字八幡２２８－３、２２８－４、２３０２、 

              字八幡前２５１－６、 

              字八幡山１１３６－１、１１３６－６ 

変 更 前 の道 路 の 

延 長 及 び 幅 員 
延 長  ３２．７７ｍ   幅 員  ４．００～５．００ｍ 

 


